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健康増進課（保健センター）の検診（健診）や教室の申込など　☎072-956-1000
●検診（健診）は年度内に各1回。定員になり次第締切。FAXでの申し込み不可。
●詳しくは「健康だより」、市ウェブサイトをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、日程が変更・中止になる場合があります。
※個別検診（健診）については、受診前に医療機関へ電話でお問い合わせください。
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成人歯科健診（集団または個別）

■■対対■ ■ 象象 平成 8・昭和 61・56・51・46・
41・36・31・26 年生まれの市民
■■￥￥  無料（受診券が必要。お手元にな
い方はご連絡ください。）
【集団健診（要予約）】
 11 月 14 日㈪・12 月 19 日㈪
 ■ ■象象 場象象 場■■所所所所   象象象象保健センター

【個別健診】
  市内の指定歯科医院で令和 5 年 3
月 31 日まで受診可

定期健康相談・栄養相談

11 月 22 日㈫
午前中

※要予約

STOP ！　薬物乱用

10 月～ 11 月は麻薬・
覚醒剤・大麻乱用防止
運動月間です。近年、
若者を中心に大麻の乱
用が拡大しています。大麻は心身に
様々な悪影響を及ぼします。誘われ
てもキッパリ断りましょう。

子宮頸がん予防ワクチンを任意接種された方に対する費用助成（償還払い）について

キャッチアップ接種対象者（平成 9 年 4 月２日～平成 17 年 4 月 1 日生まれ）
のうち、定期接種の対象年齢を過ぎて子宮頸がん予防ワクチン（以下、HPV ワ
クチン）を自費で受けられた方に償還払いを実施しています。
■■対対■ ■ 象象 以下のすべてを満たす方
①  平成 9 年 4 月 2 日～平成 17 年 4 月 1 日生まれの女性
②  令和 4 年 4 月 1 日時点で羽曳野市に住民登録がある方
③  16 歳となる日の属する年度の末日までに HPV ワクチンの接種を 3 回完了し

ていない方
④  17 歳となる日の属する年度の初日から令和 3 年度の末日までに日本国内の

医療機関で HPV ワクチンの任意接種を受け、自費を負担した方
⑤  償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受け

ていない方
« 対象となるワクチン » ※  9 価 HPV ワクチン（シルガード 9）は対象外です。
　◦ 2 価 HPV ワクチン（サーバリックス）　◦ 4 価 HPV ワクチン（ガーダシル）
■■申申■■込込     市ウェブサイトをご覧いただくか、健康増進課までお問い合わせください。
申請期間：令和 7 年 3 月 31 日まで

毎月19 日は食育の日

家族で食事を
楽しみましょう

各種教室（予約制・随時受付中）

■■場場■ ■ 所所所所 保健センター　■■￥￥ 無料
■■対対■ ■ 象象 羽曳野市民
★学ぶで～フレイル（栄養）
■■とと■■きき  11 月 16 日㈬
10:00 ～ 11:30（受付 9:45 ～） 
■■講講■■師師   象象象象管理栄養士
※ 1 品試食あり
★学ぶで～フレイル　（歯科）
■■とと■■きき  11 月 22 日㈫
13:50 ～ 15:00（受付 13:40 ～） 
■■講講■■師師   象象象象歯科衛生士
★学ぶで～体幹トレーニング（運動）
■■とと■■きき  12 月 16 日㈮
10:00 ～ 12:00（受付 9:30 ～）
■■講講■■師師   象象象象健康運動指導士
★学ぶで～腰痛・膝痛
■■とと■■きき  令和 5 年 1 月 12 日㈭
13:50 ～ 15:30（受付 13:40 ～） 
■■講講■■師師   象象象象増田 博 医師 
※詳細は市ウェブサイト、チラシを
ご覧ください。

医師

胃がん検診、肺がん検診・結核健診、大腸がん検診（集団検診） 
■■対対■ ■ 象象 1983 年 3 月 31 日以前生まれの市民　■■￥￥ 無料
※ 結核健診は 65 歳以上の人は、年 1 回受けることが法律で義務付けられています。

［保健センター］1 月 19 日㈭・2 月 6 日㈪・3 月 1 日㈬・3 月 9 日㈭
［MOMO プラザ］1 月 27 日㈮　［石川プラザ］2 月 2 日㈭
［コロセアム］2 月 27 日㈪　［陵南の森］3 月 7 日㈫　［市役所別館］3 月 12 日㈰
乳がん検診、子宮がん検診（集団検診）

［乳がん］

［子宮がん］

■■対対■ ■ 象象 1981 年以前の西暦奇数年生まれの女性
■■￥￥ 1,000 円（1981 年生まれと生活保護受給者は無料）
■■対対■ ■ 象象 2001 年以前の西暦奇数年生まれの女性　■■￥￥ 無料

※受診券（ピンク色または黄色のはがき）が必要です。
※  80 歳以上の方で乳がん・子宮がん検診を希望される方はご連絡ください。

［保健センター］1 月 20 日㈮※午後から一時保育有（未就学児対象、要予約）・3 月 16 日㈭
［コロセアム］2 月 13 日㈪

がん集団検診（予約制）

令和 5 年 1 ～ 3 月分を 11 月 17 日
㈭ 9:00 か ら 来 所・ 電 話・ ウ ェ ブ
申込フォームにて受付開始。※申込フォームは期間限定です（11 月 17 日㈭
9:00 ～ 21 日㈪ 16:00）。その他の日程、検診についての詳細は「令和 4 年度
羽曳野市健康だより」か市ウェブサイトをご覧ください。

成人の健康
（市ウェブサイト）

胃・肺・大腸がん
検診申込フォーム

乳・子宮がん
検診申込フォーム
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藤井寺保健所　藤井寺市藤井寺1-8-36　☎ 072-955-4181　FAX 072-939-6479

HIV・梅毒即日検査 　梅毒検査のみは不可、結果は 1 ～ 2 時間後。
第 1 ～ 3 ㈬ 9:30 ～ 10:30【無料・匿名可】
※夜間、土日検査は、chot CAST（チョットキャスト）で実施。詳しくはお問
い合わせください。
こころの健康相談　こころの病気、アルコール依存症などの相談に精神科医、
精神保健福祉相談員が応じます。【無料・要予約】
医療機関に関する相談　㈪～㈮ 9:15 ～ 12:15/13:00 ～ 16:00【無料】

水質検査（飲用水・井戸水・遊泳場水・浴槽水）【有料・要予約】
腸内細菌検査（赤痢菌、チフス菌、パラチフス A 菌、サルモネラ属菌、腸管
出血性大腸菌 O157）㈪～㈬ 9:30 ～ 12:00【有料】
ぎょう虫卵検査　㈪～㈭ 9:30 ～ 12:00【有料・要予約】
« ノロウイルスによる食中毒にご用心！»
①トイレの後、調理の前、食事の前には石鹸でしっかり手を洗いましょう。消毒用エ
タノールはほとんど効果がありません。トイレ等でのタオルの共用は避けましょう。
②カキなどの二枚貝は中心まで十分加熱しましょう。（85 ～ 90℃以上 90 秒以上 )
③調理器具類は、熱湯もしくは家庭用塩素系漂白剤で消毒しましょう。

藤井寺保健所 生活衛生室　☎072-952-6165

市立休日急病診療所 誉田 4-2-3　☎ 072-956-1000（保健センター 2 階）
休日急病診療所（内科・小児科・歯科） 小児科の土曜・休日夜間診療（南河内北部広域小児急病診療事業）

［診療日］㈰㈷、年末年始（12 月 30 日～ 1 月 3 日）
［診療時間］10:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 16:00

［診療日］㈯㈰㈷、年末年始（12 月 30 日～ 1 月 3 日）
［診療時間］18:00 ～ 22:00（受付 17:30 ～ 21:30）

※ 8 時（夜間診療は 15 時）の時点で羽曳野市に「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」「特別警報」のいずれかが発表
されている場合は休診、8 時（夜間診療は 15 時）以降に発表された場合は、その時点で休診。
« 発熱で受診される方へ » ※来院時は、事前にお電話ください。　※受診時はマスクを着用ください。
　　　　　　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症にかかる PCR 検査など各種検査は実施できません。

小児救急電話相談　☎＃ 8000（携帯電話・NTT プッシュ回線）☎ 06-6765-3650（IP 電話・ダイヤル回線など）
救急安心センターおおさか　☎＃ 7119（固定電話【プッシュ回線】・携帯電話・PHS）
　　　　　　　　　　　　☎ 06-6582-7119（固定電話【ダイヤル回線】・IP 電話）

アルコール関連問題啓発週間
【11 月10 日～16 日】

お酒を「やめたいのにやめられな
い」、それは、依存症かもしれません。
ご本人やご家族だけで抱えこまず、
まずはご相談ください。
大阪府こころの健康総合センター
☎ 06-6691-2818
平日 9:00 ～ 17:45
第 2・4 ㈯ 9:00 ～ 17:30
おおさか依存症土日ホットライン
☎ 0570-061-999
㈯㈰ 13:00 ～ 17:00
藤井寺保健所
☎ 072-955-4181
平日 9:00 ～ 17:45
■■問問    大阪府 地域保健課
☎ 06-6944-7524

介護や支援が必要になった場合、
介護保険サービスを利用するには
介護保険認定の申請が必要です。
まずは市役所にご相談ください。
サービスを利用できるのは、65 歳
以上で介護や日常生活の支援が必
要と認定された方、または 40 ～
64 歳で特定疾病により介護や支

援が必要と認定された
方です。（特定疾病など
はお問い合わせくださ
い。）

介護保険サービスを利用するにはどうしたらいいの？

■ ■ 問問 高年介護課　☎ 072-958-1111（内線：1394・1395）

« 介護保険サービス利用までの流れ »
① 地域包括支援センターや高年介護課に相談。
② 高年介護課に要介護（支援）認定申請。（家族や介護保険施設などの代行可）
③  認定調査結果（調査は、自宅に介護認定調査員がお伺いし、心身の状態につい

て調査します。）と主治医からの意見書を基に、介護認定審査会で審査・判定を
行います。（審査結果がお手元に届くまで原則 30 日程度かかります。）

④ 審査結果によりサービス利用の手順が変わります。
　 ［要介護 1 ～ 5］ 直接、居宅介護支援事業者に連絡していただき、ケアマネジャ

ーとサービス利用について相談の上、サービスを利用します。
　 ［要支援 1・2］ 地域包括支援センターに連絡していただき、ケアマネジャーと

サービス利用について相談の上、サービスを利用します。
　 ［非該当］ 一般介護予防事業を利用できます。




